
世古　與司一さん
自治会長を多年にわた
り努められたほか、鳥
羽市自治会連合会理事
を歴任し、地域社会の
発展と住民福祉の向上
に寄与されました。

木下　吉久さん
自治会長を多年にわた
り努められたほか、鳥
羽市自治会連合会理事
を歴任し、地域社会の
発展と住民福祉の向上
に寄与されました。

濱口　一利さん
保護司として、多年
にわたり犯罪や非行
の防止のため更正
保護活動に尽力さ
れ、地域福祉の向上
に寄与されました。

金子　巳次さん
海岸漂着ごみや市道
への不法投棄物など
の清掃をはじめ、地
域の美化・清掃活動
に多年にわたり尽力
されました。

村林　守さん
鳥羽市監査委員とし
て、多年にわたりそ
の職務に精励され、
鳥羽市の発展に寄与
されました。

水道料金の口座引落の「再振替」を廃止します

　水道料金の口座引落は、毎月10日に実施しています。残高不足で引落しができなかった場合は、同じ月の
24日に「再振替」の処理を行ってきましたが、事務処理の見直しに伴い、今後は、令和7年12月24日（水）の再振
替をもって処理を廃止しますので、引落日（毎月10日）に残高不足とならないよう、口座の確認をお願いします。

　市では、鳥羽市民などで地域住民の福祉増進および住民自治の振興発展に貢献し、特に顕著な功績のあ
った個人または団体・企業を表彰し讃えるため市民功労者表彰を行っています。
　また、社会福祉、教育文化、スポーツ、産業、環境、防災、まちづくりなどの振興・発展に寄与した個人など
には、感謝状を贈呈しています。今年度の受賞者は次のとおりです。

水道課管理係　  26ｰ2780

総務課秘書係　  25ｰ1105

●口座引落ができなかった場合は、督促状を発送します。
●10日が休業日の場合は、翌営業日が引落日となります。

令和７年１２月１０日（水）

令和 8 年１月１3日（火）

令和７年１２月24日（水）

口座引落日

口座引落日

口座再振替日
（12月 10日（水）に引落できなかった場合）

引落ができなかった場合は、督促状発送

12 月24 日（水）の
再振替で廃止に

なります

市民功労者 感謝状贈呈者

市民功労者表彰および感謝状受賞者令和7年度

再振替廃止前
（令和7年12月まで）

再振替廃止後
（令和8年1月から）

4令和 7年 12月1日号


